
  次のとおり一般競争入札を実施します。

　　令和７年３月３日

山口県企業局周南工業用水道事務所長　梅本　啓一

１　入札に付する事項

    次に掲げる業務の委託

（１）業務の名称及び数量

（２）業務の内容

      仕様書による。

（３）履行期間

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（４）履行場所

周南市、下松市、光市　地内

２　入札参加資格

　　入札説明書による。

３　契約条項を示す場所

    入札説明書による。

４　入札説明書及び仕様書等の交付

　　山口県企業局ホームページの「企業局入札公告掲示板(業務委託)」に掲載する。

５　入札を執行する場所及び日時

　　入札説明書による。

６　入札保証金

    入札説明書による。

７　無効入札

　　入札説明書による。

８　落札者の決定方法

　　入札説明書による。

９　その他

　　入札参加資格に事前提出書類の提出等について付加しているため留意すること。

入　札　公　告

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務　一式



業務の名称：

１　入札説明書・郵便による入札に関する留意事項

２　低入札価格調査制度の適用について

３　入札書様式

４　委任状様式

５　入札辞退届様式

６　質問書様式

７　入札参加資格確認申請書様式・契約実績調書様式

８　積算内訳書提出用参考様式

９　仕様書等

10　図面

山口県企業局周南工業用水道事務所

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務

一般競争入札配布資料



様式３－３

下記「１　入札に付する事項」に記載する業務委託に係る入札公告に基づく入札等については、

関係法令及び規則に定めのあるもののほか、この入札説明書の定めるところにより実施するので、

入札に参加する者は内容を熟知の上、入札してください。

１　入札に付する事項

（１）業務の名称及び数量：

（２）業務の内容： 別添仕様書のとおり

（３）履行期間： 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（４）履行場所： 周南市、下松市、光市　地内

２　入札参加資格

　　入札に参加できる者は、「入札説明書別紙」に掲げる入札参加資格要件のいずれにも該当す

　る者とする。

３　契約条項を示す場所

周南市大字徳山４９９８　山口県企業局周南工業用水道事務所

４　入札を執行する日時及び場所等

（１）場所

（２）日時

（３）特記事項

郵便による入札とします。

※郵便による入札書の提出期限

詳細は、別添「郵便による入札に関する留意事項」をご確認ください。

 

５　入札保証金

免除する。

６　入札条件

（１）落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

　　る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

　　金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」

　　という。）に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

　　１１０分の１００に相当する金額（消費税等相当額を差し引いた金額）を入札書に記載する

　　こと。

（２）入札者は、当初の入札書を提出する際に、当該入札書に記載された金額の算出根拠を記載

　　した積算内訳書を提出すること。

（３）入札書への法人又は個人の押印は不要とする。

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務　一式

周南市大字徳山４９９８　山口県企業局周南工業用水道事務所会議室（又は総務課）

令和７年３月２５日（火）　午前１０時００分

令和７年３月２４日（月）　午後４時００分必着

入 札 説 明 書



（４）入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、次のとおりとする。

　　但し、郵便による入札の場合は、本項は適用しない。

　　①　委任状を提出すること。なお、委任状について、押印は不要とするが、委任に係る必要

　　　事項を記入したうえで、委任状作成者の氏名を明記するものとする。

　　②　入札書について、入札に関する行為の委任を受けた代理人の押印は不要とするが、その

　　　場合、代表者氏名欄に代理人の氏名を明記するものとする。

　※ 委任状の提出について

　１　入札者が入札する場合

法人等の代表者に代わり、受任者（競争入札等参加資格において、県との取引上の権限を

委任するとして登録している者）が作成した入札書で入札に参加する場合は、委任状の提出

は必要ありません。

また、法人等の雇用人が、権限を持った者の作成した入札書で入札に参加する場合も、委

任状の提出は必要ありません。

　２　代理人が入札する場合

代理人とは、この度の入札に限り、入札者（委任者）から入札に関する権限を委任された

者（入札者の雇用人で上記受任者以外の者を含む）のことです。

この場合は、必ず委任状を提出してください。

（５）入札書の記載事項については、これを訂正することができない。

（６）提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

（７）電信による入札は認めない。

（８）入札開始時間までに入札場所に参集しなかったときは、入札に参加できない。

　　　また、受付において身分確認を行うので、次の証明書類を持参すること。

　　　なお、入札者の代表者が入札に参加する場合は、当該確認は省略するので、受付時に申し

　　出ること。

　　　但し、郵便による入札の場合は、本項は適用しない。

・社員証（顔写真有） ・委任状

※上記がない場合、次の書類 ・公的機関発行の身分証明書（顔写真有）

・公的機関発行の身分証明書（顔写真有） ※例は左記のとおり

例：運転免許証、マイナンバーカード等

（９）入札に参加を希望しない場合には、入札書を提出するまでは、いかなる場合でも辞退する

　　ことができ、以後の取扱いにおいて不利益を与えるものではない。

（10）再度の入札において初度入札の最低価格以上の価格で入札した者は、当該入札に係るその

　　後の入札に参加させない。

（11）次の入札は無効とする。

　　①  地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項に規定する者のした入札

　　②  入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札

　　③  所定の日時までに入札保証金を納付しない者のした入札（免除した場合を除く。）

　　④  記名のない入札

　　⑤  当初の入札に参加しなかった者が行った再度入札

　　⑥  入札書記載の価格、氏名、その他の事項を確認できないもの

　　⑦  入札者又はその代理人が同一事項について２以上の入札をした入札

　　⑧  同一人が２人以上の入札の代理人としてした入札

　　⑨  談合、その他不正な行為があったと認められる入札

　　⑩  入札条件のうち（４）～（７）に違反した入札

（12）入札参加者が１者の場合でも入札を執行する。

入札者の社員等 代理人



（13）暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行う全ての者をいう。）からの不当

　　要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）の排除について

　　①　暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署

　　　に届け出ること。

　　　　なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等

　　　参加停止措置要領」（清掃業務にあっては、「県庁舎等清掃業務委託に係る競争入札等参

　　　加停止措置要領」）別表の参加停止措置基準「23不正又は不誠実な行為」に該当するもの

　　　として、１～９か月の参加停止措置を検討する。

　　②　暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、

　　　被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。

　　③　発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。

　　④　不当介入により履行期限までに業務を完了することができない場合は、その理由を記載

　　　した書面を添えて発注者に履行期限の延長の申出を行うこと。

（14）この契約の事務処理に当たっては、県と同様の個人情報に係る安全管理措置を講じる必要

　　があり、また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保

　　護法」という。）及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守することとなるため、当該特記

　　事項の内容を確認の上、入札に参加すること。

　　　個人情報保護法に違反した場合には、個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく、個人

　　情報法第１７６条及び第１８０条の規定に基づき、処罰される場合があるので留意すること。

７　仕様等に関する質疑等

　　仕様等に関する質問は、質問書をＦＡＸ、電子メール又は持参により提出して行うこと。

　　質問に対する回答は、閲覧及び「入札参加資格確認申請書」（清掃業務にあっては、「入札

　参加事前意志表明届」）の提出があった全者に対し、ＦＡＸ又は電子メールにより行うものと

　する。

（１）質問書の提出先

　　　山口県企業局周南工業用水道事務所総務課

（２）提出期限

令和７年３月１１日（火）　午後４時００分必着

（３）回答閲覧場所

　　　山口県企業局周南工業用水道事務所

（４）回答日及び回答閲覧期間

８　落札者の決定方法

（１）山口県会計規則（昭和３９年山口県規則第５４号）第１５４条の規定に基づき定められた

　　　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　　　ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項に規定す

　　る場合には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を

　　行った他の者のうち、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

（２）本入札においては、業務の履行を確保するため「低入札価格調査」を行う場合がある。こ

　　の場合、最低価格の入札者であっても、必ずしも落札者とならないことがある。

　　　なお、調査の方法については「山口県業務委託低入札価格調査制度実施要領」に基づき実

　　施することとなる。

　　　また、調査の実施により不測の事態が生じた場合は、契約期間の短縮、日割りによる契約

　　金額の変更をすることもある。

（３）同一事項の入札は初回を含めて３回まで行う。

　　　初回において、予定価格の制限の範囲内で有効な入札がない場合は、別に通知する日時に

　　再度の入札を行う。

（４）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者を

　　対象としてくじにより落札者を決定する。

令和７年３月１３日（木）（回答日）から入札日の前日の午後５時まで



（５）落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限、又は参加停止措置を

　　受けた場合は、契約を締結しない。

９　契約書作成の要否

    要する。

10　契約保証金

免除する。

11　入札参加心得

　　郵便による入札の場合は、本項は適用しない。

（１）上記「６入札条件」を熟読すること。

（２）入札開始５分前には、会場に到着するよう心掛けること。

（３）入札執行当日、事故等のため時間内に到着できないおそれが生じたときは、直ちに連絡し、

　　指示に従うこと。

12　その他

（１）この入札に関する公告後に、「入札説明書別紙」入札参加資格要件２（４）に掲げる当該

　　入札に参加するために必要な一般競争入札の資格審査の申請をする場合は、下記申請期限ま

　　でに山口県会計管理局会計課（審査指導班）（清掃業務にあっては、山口県総務部管財課

　　（庁舎管理班））に申請書を提出すること。

申請期限：

（２）この入札に関する問い合わせ先

　 周南市大字徳山４９９８

山口県企業局周南工業用水道事務所総務課（担当：堀本）

令和７年３月１０日（月）　午後５時００分

電話：0834-21-5774　ＦＡＸ：0834-21-6059　電子メール：a40503@pref.yamaguchi.lg.jp



※本紙各項番号等は、入札説明書各項番号等と突合する。

２　入札参加資格

　入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれかに該

　　当する者でないこと。

（２）この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても山口県の業務委託及び物品調

　　達等に係る競争入札等参加停止措置要領（清掃業務にあっては、清掃業務委託に係る競争入

　　札等参加停止措置要領）に基づく参加停止を受けていないこと。

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名

　　競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又

　　は入札代理人として使用する者でないこと。

（４）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務の委託

　　の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請

　　下表営業種目について下表等級に格付けされている者であること。

（５）本店又は支店、営業所等を山口県内に有していること。

 

 

 

（６）次のとおり、別紙「入札参加資格確認申請書」及び「契約実績調書」を提出期限までに

　　提出し、山口県企業局周南工業用水道事務所からの、入札参加資格が適合している旨の通知

　　を受けた者であること。

　　①　提出先

　　　　山口県企業局周南工業用水道事務所総務課

　　②　提出期限

　　③　提出方法

　　　　郵送又は持参

　　④　入札参加資格確認結果発送日

　　　　令和７年３月１９日（水）

　　⑤　求める契約実績

　　　　次のいずれの条件も満たす契約実績であること。

　　　　ア　平成２１年４月１日からこの公告の日までの間の元請負人として請け負った実績

　　　　イ　次のいずれかの公共施設に係る、空気弁の保守点検業務の実績

　　　　　　工業用水道施設、上水道施設、下水道施設

　　の時期及び方法等に関する告示（令和４年山口県告示第１７９号）に基づく資格審査において

令和７年３月１７日（月）　午後４時００分必着

等　級

特Ａ又はＡ

営　業　種　目

「整備」の「設備」

入 札 説 明 書 別 紙 （追加・補足事項等）















　山口県では、ダンピング的な低入札が行われると公正な取引の秩序を乱すとともに、適正な

履行に支障を生じたり、労働条件の悪化にもつながることから、その防止のために低入札価格

調査制度の強化に取り組んでいます。

　低入札価格調査制度とは、入札の執行前に調査基準価格を設けておき、この価格未満での入

札があった場合には、適正な契約の履行ができるかどうか等を調査した上で落札者を決定する

制度です。

　本件については、低入札価格調査制度を適用しますので、下記事項に御留意の上、御参加く

ださい。

１　制度の適用について

(1) この入札は、「山口県業務委託低入札価格調査制度実施要領」に基づき実施しますので、

　入札価格が別途設定済みの調査基準価格未満となった場合には、最低価格での入札者であっ

　ても落札者とならないことがあります。

(2) この入札で設定している調査基準価格を算定する率（入札書比較価格に占める割合）は、

　契約締結後、「入札結果表（閲覧用）」に記載し公表します。

(3) 調査基準価格未満での入札があった場合は落札決定を保留し、入札参加者に対する調査を

　実施した後、落札者を決定します。

(4) 調査の結果、①契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、又は②

　契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

　あると認められる場合には、その入札参加者を失格とします。

　　また、入札参加者が、正当な理由なく、必要書類を期限までに提出しない等、調査に応じ

　ない場合にも原則として失格となります。

(5) 調査により失格とされなかった入札参加者のなかで、入札価格が最低の者（同価格の者が

　複数いる場合にはくじ順）を落札者として決定し、入札参加者に結果を通知します。

２　調査について

(1) 入札価格の低い順（同価格の者が複数いる場合にはくじ順）に調査対象者とします。

　このため、調査基準価格未満で入札をしても、調査対象者とならないことがあります。

(2) 調査内容は次のとおりです。

　ア　調査票等の提出

　　①「山口県業務委託低入札価格調査制度実施要領」様式４～様式９の調査票等

　　②直近２年間の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書等の決算書類

　　③調査票の記載内容を証する書類等その他入札執行者が必要と判断したもの

　イ　過去１年間の賃金支払台帳及び賃金支払明細書の確認等及びその他必要事項の聴取

(3) 調査を一旦終了した後で、追加確認等のための再調査を行うことがあります。

記

低 入 札 価 格 調 査 制 度 の 適 用 に つ い て

入札参加にあたっての注意事項（必ずお読みください）



令和　　年　　月　　日

山口県企業局周南工業用水道事務所長　様

件　　名

※入札金額の頭に「￥」を付すこと。 （消費税を除く）

※くじ番号記載欄（任意の３桁の番号［０００～９９９］を記入すること。）

入　札　書

所在地又は住所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

契約条項、入札条件及び仕様書等を熟知の上、山口県会計規則に基づき下記のと
おり入札します。

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務

億 千 千 百 十 円百 十 万



※郵便による入札の場合は、提出の必要はありません。

令和　　年　　月　　日

山口県企業局周南工業用水道事務所長　様

入札者（委任者）

業務の名称

１　代理人（受任者）

２　委任事項

入札に関する一切の権限

記

所在地又は住所

氏 名

委　　任　　状

所在地又は住所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

委 任 状 作 成 者

私は、下記の者を代理人として定め、山口県との間において行われる次の業務の入札
に関する権限を委任いたします。

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務



業務の名称

上記業務委託について、下記の理由により入札を辞退します。

入札辞退の理由

令和　　年　　月　　日

山口県企業局周南工業用水道事務所長　様

入　札　辞　退　届

記

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務



山口県企業局周南工業用水道事務所長　様

※本様式は、工事用の様式を流用加工しているものです。
　（技術管理課ホームページ掲載元様式分を加工等せず、そのまま使用・提出でも可）

電 話 番 号

質問事項

業務の名称 令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務

質　問　書

令和　　年　　月　　日

商号又は名称

住 所

代 表 者 氏 名

担 当 者



　　令和　　年　　月　　日

山口県企業局周南工業用水道事務所長　様

申請者

印

 １　契約実績を記載した書面

E-mail：

記

　令和７年３月３日付けで入札公告のあった令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業

務に係る一般競争入札に参加したいので、競争入札参加資格について確認されたく、下

記の書類を添えて申請します。

  なお、地方自治法施行令第１６７条の４各項の規定に該当しない者であること、添付

資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

ＦＡＸ：

入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

電　話：



申請者名：

注 １ この調書は、業務の契約実績を記載すること。

　 ２ 実施場所は、都道府県名及び市町村名を記載すること。

　 ３ 受注形態は、該当しないものを抹消すること。

　 ４ 公告において明示した業務の契約実績について、的確に判断できる具体的項目を記載すること。

　 ５ 当該業務に係る請負契約書の写し及び当該業務の受注形態、業務内容等が判断できる資料を添付すること。

受注形態

業務概要
(業務内容
・規模等)

単体　／　共同企業体（出資比率　　　％）

業 務 名

発注者名

実施場所

受託期間

契約金額

　　　　年　　月　　日 ～ 　　　　年　　月　　日

契 約 実 績 調 書



数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
令和７年度周営会４号空気弁等保守点検業務

直接原価

直接人件費

１ 式
直接経費

１ 式
直接原価計

間接原価
その他原価

１ 式
業務原価

一般管理費等

１ 式
業務価格

消費税相当額

１ 式
業務委託料

          山　口　県

業務委託料内訳表

10%

費目・工種・施工名称など 備　　　　　　　考



令和７年度 周営会４号空気弁等保守点検業務 

仕 様 書 

 

第１章 一般事項 

 

第１節 業務概要 

 １ 業務目的 

本業務は、空気弁の分解清掃、制水弁・排泥弁の外観点検及び作動点検

を実施することにより、障害の発生を未然に防止し、機能維持を図る。 

 ２ 実施場所 

    周南市、下松市、光市 地内 

 ３ 委託期間 

   令和７年 ４月 １日から令和８年 ３月３１日まで（３６５日間）  

第２節 遵守事項 

 １ 関連法令等の遵守 

   受託者は、本業務委託に関する関係法令等を遵守しなければならない。 

 ２ 業務の実施 

(1) 受託者は、業務を円滑に実施するための体制を確立しておかなければ

ならない。 

(2) 受託者は、点検前に必ず企業局と打ち合わせを行うこと。 

(3) 受託者は点検中において、障害の発生又は予想される場合は、速やか

に報告しなければならない。 

(4) 受託者は、施設等に異常又は不具合が発生し、企業局から要請があっ

たときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。なお、費用につ

いては、その都度協議のうえ決定するものとする。 

 ３ 安全等の確保 

(1) 車道・歩道内で業務を実施する際には、交通誘導員を配置し、安全を 

図り、構内であっても必要に応じて同様の対策を行うこと。また、交通 

規制を行うことにより、民地へ車両等が侵入することのないよう交 

通誘導員を配置すること。 

(2) マンホール・ピット内に入るときには、必ず酸素濃度を測定し、必要

に応じて酸素欠乏対策を実施すること。 

(3) CO中毒の防止については、「建設業における一酸化炭素中毒防止のた

めのガイドライン」等に留意すること。 

 ４ 提出書類 

   (1) 業務計画書（契約後速やかに１部） 



    下記事項について記載するものとする。 

 ア 業務内容 

 イ 全体工程表 

 ウ 実施体制（点検組織、連絡体制） 

 エ 安全管理 

   (2) 詳細工程表（業務を実施する１週間前までに１部） 

   (3) 作業日報 （作業後速やかに１部） 

   (4) 成果報告書（１部） 

    成果報告書には、次の内容を記載するものとする。 

 ア 点検結果（全点検項目について一覧表を作成すること） 

 イ 点検結果による技術的所見 

 ウ 受託者が指示した事項に対する措置 

 エ 写真 

   作業状況、障害状況、マンホール近景（枠・蓋の状況が確認できる 

  もの）・遠景（マンホールと周辺の位置関係が把握できるもの）を撮 

  影すること 

 ５ 施設への立入り 

工場構内の業務実施にあたっては、事前に入構教育・許可等が必要なた 

    め、受託者において手続きを行うこと。 

  ６ 関係官公庁への手続き 

(1) 県道・市道及び警察への道路占用（使用）申請書類は、受託者が作成

し、企業局の承諾後に関係機関へ提出すること。 

(2) その他の道路占用に係る書類については、受託者が添付資料を作成し、

企業局に提出すること。 



第２章 特記事項 

第１節 業務内容 

１ 対象箇所及び数量 

 空気弁 ４０８箇所 

 制水弁 １９３箇所 

 排泥弁  ７９箇所 

 対象箇所の詳細については、別紙「対象箇所表」を参照。 

２ 点検共通事項 

(1) 企業局が取替を指示した部品については、支給品を使用すること。 

  取替対象箇所については、打合せの際に決定する。 

(2) 操作禁止としている弁については、操作を行わないこと。 

(3) マンホール内土砂及び貯留水は、点検に支障が生じる際には除去・排 

 水を行うこと。 

３ 空気弁点検手順 

(1) マンホール開 

(2) 水位測定 

(3) 排水 

(4) 外観点検 

(5) 補修弁閉 

(6) 分解 

(7) 点検・清掃 

(8) 組立 

(9) 補修弁開 

(10)作動確認 

(11)マンホール閉 

４ 制水弁点検手順 

(1) マンホール開 

(2) 水位測定 

(3) 排水 

(4) 開度確認 

(5) 作動点検（ハンドルを数回転させ、開方向の記録を行う。） 

(6) 外観点検 

(7) 開度確認 

(8) マンホール閉 

５ 排泥弁点検手順 

(1) マンホール開 

(2) 水位測定 

(3) 排水 



(4) 開度確認 

(5) 作動点検（ハンドルを数回転させ、開方向の記録を行う。） 

(6) 濁水排水 

(7) 外観点検 

(8) 開度確認 

(9) マンホール閉 

 

第２節 点検整備項目 

１ 空気弁 

点検部位 内 容 点検方法 判 定 基 準 処   置 

全体 

外観･塗装 目視 発錆、剥離、漏水のないこと 補修塗装 

補修弁止水 動作確認 漏水のないこと 原因調査 

異常音 聴音 異常音のないこと 原因調査 

弁座 外観 目視 変形・破損のないこと 原因調査、交換 

弁座受け 外観 目視 変形・破損のないこと 原因調査、交換 

パッキン 外観 目視 変形・破損のないこと 原因調査、交換 

フロート弁 外観 目視 変形・破損のないこと 原因調査、交換 

ﾌﾛｰﾄ弁案内 外観 目視 変形・破損のないこと 原因調査、交換 

補修弁パッ

キンの状態 
漏水 目視 漏水のないこと 状況記録 

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ類 
外観 目視 発錆、変形のないこと 交換 

特に取り付けボルトは、入念に点検すること。 

弁室 
外観 目視 クラック、剥離のないこと 状況記録 

水深 測定   測定記録 

マンホール

枠・蓋 

外観 目視 下水道用マンホールふたの維

持管理マニュアル（案）に準

ずること 

（（社）日本下水道協会） 

状況記録   

（番号、名称等

も記録のこと） 
残存模様 測定 

その他 口径・形式・製造メーカー 記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 制水弁及び排泥弁 

点検部位 内 容 点検方法 判 定 基 準 処   置 

全体 

外観･塗装 目視 発錆、剥離のないこと 補修塗装 

開閉状況 目視 正常に動作すること 原因調査 

異常音 聴音 異常音のないこと 原因調査 

フランジ部 漏水 目視 漏水のないこと 増締等 

グランド部 漏水 目視 漏水のないこと 増締等 

弁箱・蓋 

等の耐圧 

接合部 

漏水 目視 漏水のないこと 増締等 

減速機 
グリス漏れ 目視 漏れ、にじみのないこと 増締、ｸﾞﾘｽ補充 

錆付き 目視 正常に動作すること 状況記録 

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ部 給油状況 目視 
ｸﾞﾘｽ塗布状況が良好であるこ

と 
ｸﾞﾘｽ塗布等 

開度計 

外観 目視 
開度計の指示が読みとれるこ

と 
清掃 

動作状況 目視 
弁体と指示が一致しているこ

と 
原因調査、調整 

弁室 
外観 目視 ｸﾗｯｸ、剥離のないこと 状況記録 

水深 測定   測定記録 

マンホール

枠・蓋 

外観 目視 下水道用マンホールふたの維

持管理マニュアル（案）に準

ずること 

（（社）日本下水道協会） 

状況記録（番

号、名称等も記

録のこと） 
残存模様 測定 

その他 

排泥場所※1 目視 位置確認 状況記録 

点検前開度・開方向 記録 

形式・製造メーカー 記録 

ハンドル固定の有無（チェーン）※２ 記録 

※１ 排泥弁のみ 

※２ 制水弁のみ 



空気弁

菅野系 向道系 向道出光系 川上系
富田・

夜市川系
末武系 島田系 計

201 0 0 21 89 65 32 408

誘導員Ａ 155 0 0 12 73 54 25 319

誘導員Ｂ 45 0 0 11 8 4 11 79

制水弁

菅野系 向道系 向道出光系 川上系
富田・

夜市川系
末武系 島田系 計

128 0 1 8 24 11 21 193

誘導員Ａ 103 0 0 0 19 7 17 146

誘導員Ｂ 31 0 0 0 3 1 7 42

排泥弁

菅野系 向道系 向道出光系 川上系
富田・

夜市川系
末武系 島田系 計

38 7 0 6 8 7 13 79

誘導員Ａ 34 1 0 5 4 7 9 60

誘導員Ｂ 7 0 0 5 1 0 3 16

合計 680 箇所

合計 525 人

合計 137 人

交通誘導員

点検対象箇所

誘導員Ａ

誘導員Ｂ

点検対象箇所

交通誘導員

点検対象箇所

対　象　箇　所　表（集計）

交通誘導員

点検対象箇所



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 １号線 1-0-2-A 空気弁 単口（急速） 150 － 公園内 1 0
2 １号線 1-1-MA 空気弁 双口 150 － 公園内 0 0
3 １号線 1-3-MA 空気弁 双口 150 市道 車道 1 0

4 １号線 1-7-VA 制水弁 単口（急速） 100 市道 車道 1 1

5 １号線 2-0-MA 空気弁 市道 車道 1 1

6 ２号線 2-2-MA 空気弁 双口 150 車道 1 1

7 ３号線 3-3-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 1
8 ３号線 3-4-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 1
9 ３号線 3-6-A － 単口（急速） 100 県道下松新南陽線 車道 1 0

10 ３号線 3-8-2-A 単口（急速） 100 県道下松新南陽線 車道 1 0
11 ３号線 3-8-3-A 単口（急速） 75 県道下松新南陽線 歩道 1 0
12 ３号線 3-9-3-A 単口（急速） 100 県道下松新南陽線 歩道 1 0
13 ３号線 3-10-2-A － 単口（急速） 100 県道下松新南陽線 歩道 1 0
14 ３号線 3-11-2-A － 単口（急速） 100 県道下松新南陽線 歩道 1 0
15 ３号線 3-14-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 歩道 1 0
16 ３号線 3-15-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 車道 1 0
17 ３号線 3-17-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 車道 1 0
18 ３号線 3-18-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 路肩 1 0
19 ３号線 3-19-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 車道 1 0
20 ３号線 3-20-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 歩道 1 0
21 ３号線 3-21-A 空気弁 単口（急速） 100 櫛ヶ浜久米線 歩道 1 0
22 ３号線 3-23-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
23 ３号線 3-25-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
24 ３号線 3-25-1-A 空気弁 単口（急速） 75 歩道 1 0
25 ３号線 3-27-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
26 ３号線 3-29-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
27 ３号線 3-33-A － 双口 75 市道 嵩上げﾋﾟｯﾄ 1 0
28 ３号線 3-35-AV 制水弁 双口 75 市道 車道 1 0
29 ３号線 3-37-A 0 0
30 ３号線 3-41-A 空気弁 双口 75 構内 1 0
31 ３号線 3-44-A 空気弁 双口 75 市道 嵩上げﾋﾟｯﾄ 1 0
32 ３号線 3-51-MA 双口 75 水管橋 0 0
33 ３号線 3-53-A 空気弁 双口 75 構内 0 0
34 ３号線 3-56-MA 双口 75 水管橋 0 0
35 ３号線 3-58-A 空気弁 双口 75 県道徳山下松線 構内 0 0
36 ３号線 3-61-MA 双口 75 水管橋 0 0
37 ３号線 3-64-MA 双口 75 水管橋 0 0
38 ３号線 3-67-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
39 ４号線 4-2-A 空気弁 双口 150 市道 歩道 1 0
40 ４号線 4-5-A 空気弁 双口 150 構内 0 0
41 ４号線 4-8-1-A － 単口（急速） 100 － 構内 0 0
42 ４号線 4-12-MA 単口 100 水管橋 0 0
43 ４号線 4-15-1-A 単口 100 構内 0 0
44 ４号線 4-17-A 単口 100 構内 0 0
45 ４号線 4-21-MA 単口 75 水管橋 0 0
46 ４号線 4-22-MA 単口 100 構内 0 0
47 ４号線 4-28-A 空気弁 双口 100 構内 0 0

対　象　箇　所　表
空気弁（菅野系）



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（菅野系）

48 帝人線 帝ｰ2-A 空気弁 双口 75 構内 0 0
49 ５号線 5-2-MA 人孔 双口 150 市道 車道 1 1
50 ５号線 5-3-1-MA 人孔 双口 150 市道 車道 1 0
51 ５号線 5-3-3-A 空気弁 構内 0 0
52 ５号線 5-3-4-A 空気弁 構内 0 0
53 ５号線 5-5-A 水管橋 0 0
54 ６号線 6-2-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
55 ６号線 6-3-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
56 ６号線 6-4-A 空気弁 単口 25 県道徳山新南陽線 歩道 1 1
57 ６号線 6-6-A 空気弁 単口 50 県道徳山新南陽線 車道 1 0
58 ６号線 6-9-A － 双口 75 県道徳山新南陽線 車道 1 0
59 ６号線 6-10-A 水管橋 0 0
60 ６号線 6-13-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 車道 1 1
61 ６号線 6-13-1-A ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 双口 75 構内 0 0
62 ６号線 6-14-1-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 車道 1 0
63 ７号線 7-1-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 車道 1 1
64 ７号線 7-4-A 双口 150 水管橋 0 0
65 ７号線 7-5-MA 双口 150 水管橋 0 0
66 ７号線 7-6-A 双口 150 水管橋 0 0
67 ７号線 7-7-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
68 ７号線 7-11-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
69 ７号線 7-13-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
70 ７号線 7-14-MA 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
71 ７号線 7-17-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
72 ７号線 7-18-A － 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
73 ７号線 7-19-A 空気弁 双口 150 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
74 ８号線 8-1-A 人孔 双口 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
75 ８号線 8-3-MA 制水弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
76 ８号線 8-5-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
77 ８号線 8-6-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
78 ８号線 8-9-A 空気弁 単口（急速） 75 県道徳山新南陽線 車道 1 0
79 ８号線 8-9-2-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
80 ８号線 8-11-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
81 ８号線 8-12-A － 双口 75 県道徳山新南陽線 車道 1 0
82 ８号線 8-14-A 空気弁 単口（急速） 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
83 ８号線 8-15-A 空気弁 単口（急速） 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
84 ８号線 8-16-A 単口（急速） 歩道 0 0
85 ８号線 8-20-A － 双口 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
86 ８号線 8-21-A － 単口（急速） 75 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
87 ８号線 8-22-A 双口 75 　 水管橋 0 0
88 ８号線 8-24-A ピット 単口（急速） 75 構内 0 0
89 ８号線 8-27-A 空気弁 構内 0 0
90 ９号線 9-1-A 空気弁 双口 75 県道徳山新南陽線 車道 1 1
91 ９号線 9-2-A 空気弁 双口 75 市道 歩道 1 0
92 ９号線 9-3-A 空気弁 双口 150 市道 車道 1 1
93 ９号線 9-5-A 人孔 双口 150 市道 車道 1 1
94 ９号線 9-9-A 人孔 双口 150 企業道 歩道 1 0
95 ９号線 9-10-A 空気弁 双口 150 企業道 歩道 1 0
96 ９号線 9-14-A 人孔 双口 75 企業道 歩道 1 0



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（菅野系）

97 ９号線 9-16-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
98 ９号線 9-17-A 人孔 双口 75 企業道 歩道 1 0
99 ９号線 9-21-A 空気弁 双口 75 企業道 歩道 1 0

100 １０号線 10-2-A 空気弁 双口 150 市道 車道 1 1
101 １０号線 10-4-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 1
102 １０号線 10-7-A － 双口 100 国道２号 歩道 1 0
103 １０号線 10-9-MA 空気弁 双口 100 国道２号 歩道 1 0
104 １０号線 10-10-A － 双口 100 国道２号 歩道 1 0
105 １０号線 10-12-A － 双口 100 国道２号 歩道 1 0
106 １０号線 10-14-A 空気弁 双口 100 国道２号 歩道 1 0
107 １０号線 10-16-A 空気弁 双口 100 国道２号 歩道 1 0
108 １０号線 10-17-A 空気弁 双口 100 国道２号 歩道 1 0
109 １０号線 10-18-A 空気弁 双口 150 国道２号 歩道 1 0
110 １０号線 10-22-A 空気弁 双口 100 構内 0 0
111 １０号線 10-24-A 空気弁 双口 100 構内 0 0
112 １０号線 10-26-A 制水弁 双口 150 国道２号 車道 1 1
113 １１号線 11-1-A 単口（急速） 150 構内 0 0
114 １１号線 11-2-A 単口（急速） 150 構内 0 0
115 １１号線 11-3-A 単口（急速） 150 構内 0 0
116 １１号線 11-6-A 単口（急速） 150 構内 0 0
117 １１号線 11-7-A 単口（急速） 150 市道 車道 1 0
118 １１号線 11-8-A 単口（急速） 150 市道 車道 1 0

119 １１号線 11-9-A 単口（急速） 150 市道 車道 1 0

120 １１号線 11-11-MA 単口（急速） 150 構内 0 0

121 １１号線 11-14-A 単口（急速） 150 市道 歩道 1 0

122 １１号線 11-14-1-A 単口（急速） 100 校内 1 0

123 １１号線 11-15-A 単口（急速） 150 校内 1 0

124 １１号線 11-17-A 単口（急速） 150 校内 1 0
125 １１号線 11-19-A 単口（急速） 150 市道 車道 1 1
126 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-2-MA 空気弁 単口（急速） 150 駐車場 公園 1 0
127 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-3-MA 空気弁 単口（急速） 150 駐車場土手 公園 1 0
128 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-5-MA 空気弁 単口（急速） 150 市道　 車道 1 1
129 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-6-MA 空気弁 単口（急速） 150 市道 車道 1 1
130 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-8-MA 空気弁 単口（急速） 150 市道 車道 1 1
131 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-9-MA 空気弁 単口（急速） 150 市道 車道 1 1

132 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-11-A
徳B-3-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 1

133 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-13-A
徳B-3-2-A 市道 車道 1 1

134 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-15-A
徳B-4-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 1

135 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-19-A
徳B-8-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 1

136 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-3-MA 空気弁 単口（急速） 100 公園内道路 車道 1 1
137 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-4-MA 空気弁 単口（急速） 100 公園内道路 車道 1 0
138 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-5-MA 空気弁 単口（急速） 100 市道 車道 1 1
139 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-7-MA 空気弁 単口（急速） 100 公園立木内 公園 1 0
140 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-3-A 空気弁 単口（急速） 75 － 構内 0 0
141 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-4-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 歩道 1 0



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（菅野系）

142 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-5-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
143 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-6-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
144 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-8-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
145 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-10-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
146 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-11-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
147 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-12-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
148 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-13-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
149 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-14-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
150 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-15-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
151 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-16-A 空気弁 単口（急速） 75 県道 車道 1 1
152 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-17-A 空気弁 単口（急速） 75 － 構内 0 0
153 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-18-A 空気弁 単口（急速） 75 － 構内 0 0
154 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-19-A 空気弁 単口（急速） 75 市道 車道 1 1

155 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-20-A 空気弁 単口（急速） 75 市道 歩道 1 0

156 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-21-A 空気弁 単口（急速） 75 － 構内 0 0

157 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-22-A 空気弁 単口（急速） 75 － 構内 0 0

158 ４号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 4B-2-A － 単口（急速） 100 － 公園 0 0

159 ４号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 4B-4-A － 単口（急速） 100 － 構内 0 0

160 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-2-A 空気弁 単口（急速） 100 － 構内 0 0
161 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-4-A 空気弁 単口（急速） 100 － 構内 0 0
162 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-5-A 空気弁 単口（急速） 100 － 構内 0 0
163 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-6-A 空気弁 単口（急速） 100 市道 車道 1 1
164 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-7-A 空気弁 単口（急速） 100 国道２号 歩道 1 0
165 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-10-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 1
166 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-11-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 1
167 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-12-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 1
168 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-13-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 0
169 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-15-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 0
170 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-16-A 空気弁 単口（急速） 100 県道 車道 1 0
171 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-3-MA 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 1
172 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-4-MA 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
173 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-5-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
174 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-7-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
175 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-8-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
176 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-10-MA 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
177 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-12-MA 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 1
178 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-14-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
179 ６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-15-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
180 ８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-2-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 0
181 ８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-3-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 0
182 ８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-3-1-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 0
183 ８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-4-A － 単口（急速） 75 市道 車道 1 0
184 ８号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-7-A － 単口（急速） 75 1 0
185 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-2-A 空気弁 単口（急速） 100 市道 側道 1 0
186 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-3-A 空気弁 単口（急速） 100 市道 側道 1 0
187 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-6-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
188 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-7-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
189 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-9-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
190 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-10-1-A 空気弁 単口（急速） 75 企業道 側道 1 0
191 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-12-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
192 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-14-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（菅野系）

193 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-15-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
194 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-16-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
195 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-17-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
196 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-20-1-A 空気弁 単口（急速） 75 企業道 側道 1 0
197 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-21-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
198 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-22-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
199 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-24-A 空気弁 単口（急速） 100 企業道 側道 1 0
200 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-0-2-A 空気弁 単口（急速） 75 県道下松鹿野線 歩道 1 1
201 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-0-3-A 空気弁 単口（急速） 75 国道２号 植樹帯 1 1

155人
45人誘導員Ｂ

誘導員Ａ交通誘導員小計



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員Ａ 誘導員Ｂ

1 Ｔ１号線 T1-3-2-A 空気弁 川上管理道 構内 0 0
2 Ｔ１号線 T1-5-MA 空気弁 双口 100 川上管理道 構内 0 0
3 Ｔ１号線 T1-7-MA 空気弁 双口 100 上村管理道 構内 0 0
4 Ｔ１号線 T1-8-2-A 空気弁 双口 100 市道 車道 1 1
5 Ｔ１号線 T1-9-MA 空気弁 双口 100 市道 歩道 1 0
6 Ｔ１号線 T1-11-MA 単口（急速） 100 水管橋 0 0
7 Ｔ１号線 T1-12-MA 空気弁 単口 100 市道 車道 1 1
8 Ｔ１号線 T1-13-A 単口 100 市道 車道 1 1
9 Ｔ１号線 T1-16-A 双口 100 構内 0 0

10 T1B号線 T1B-4-A 単口 100 川上管理道 構内 0 0
11 T1B号線 T1B-6-A 単口 100 川上管理道 構内 0 0
12 T1B号線 T1B-11-A 単口 100 上村管理道 構内 0 0
13 T1B号線 T1B-15-A 単口 100 構内 0 0
14 T1B号線 T1B-20-MA 単口 100 市道 車道 1 1
15 T1B号線 T1B-22-MA 単口 100 市道 車道 1 1
16 T1B号線 T1B-25-A 単口 100 市道 車道 1 1
17 T1B号線 T1B-27-A 単口 100 市道 車道 1 1
18 T1B号線 T1B-28-MA 単口 100 市道 車道 1 1
19 T1B号線 T1B-30-MA 単口 100 川本管理道 車道 1 1
20 T1B号線 T1B-35-A 単口 100 川本管理道 車道 1 1
21 T1B号線 T1B-41-A 単口 100 川本管理道 車道 1 1

12人
11人

空気弁（川上系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 T２号線 T2-0-A 露出 双口 100 川崎送水池 構内 0 0
2 T２号線 T2-1-A 空気弁 双口 150 市道　 車道 1 0
3 T２号線 T2-2-A 空気弁 双口 150 市道 車道 1 0
4 T２号線 T2-3-1-A 空気弁 双口 150 市道 嵩上げﾋﾟｯﾄ 1 0
5 T２号線 T2-4-A 空気弁 双口 75 市道 車道 1 0
6 T２号線 T2-5-A － 双口 100 構内 1 0
7 T２号線 T2-6-A － 双口 100 市道 車道 1 1
8 T２号線 T2-8-MA 双口 100 市道 車道 1 1
9 T２号線 T2-9-MA － 双口 100 市道 車道 1 1

10 T２号線 T2-10-MA － 双口 100 市道 車道 1 1
11 T２号線 T2-11-MA － 双口 100 県道 車道 1 1
12 T２号線 T2-12-MA 空気弁 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
13 T２号線 T2-13-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
14 T２号線 T2-14-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
15 T２号線 T2-15-A 露出 双口 150 構内 0 0
16 T２号線 T2-17-A 露出 双口 150 建屋 0 0
17 T３号線 T3-2-A － 双口 100 市道 車道 1 0
18 T３号線 T3-2-1-A － 単口（急速） 100 市道 路肩 0 0
19 T３号線 T3-3-A － 双口 100 市道 歩道 1 0
20 T３号線 T3-4-MA － 双口 100 市道 車道 1 0
21 T３号線 T3-5-MA － 双口 100 市道 車道 1 0
22 T３号線 T3-6-MA － 双口 100 市道 車道 1 0
23 T３号線 T3-7-MA － 単口 100 市道 車道 1 0
24 T３号線 T3-10-A 単口 水管橋 0 0
25 T３号線 T3-12-A － 単口 100 市道 車道 1 0
26 T３号線 T3-13-A － 単口 100 市道 車道 1 0
27 T３号線 T3-14-A － 単口 100 市道 構内 1 0
28 T３号線 T3-15-A － 単口 100 構内 1 0
29 T３号線 T3-16-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
30 T３号線 T3-17-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
31 T３号線 T3-18-A 単口 水管橋 0 0
32 T３号線 T3-20-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
33 T３号線 T3-21-MA － 単口 100 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
34 T３号線 T3-22-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
35 T３号線 T3-23-MA 空気弁 単口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
36 T３号線 T3-24-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
37 T３号線 T3-24-1-A － 単口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
38 T３号線 T3-26-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
39 T３号線 T3-27-A － 単口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
40 T３号線 T3-28-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
41 T３号線 T3-29-MA 空気弁 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
42 T３号線 T3-30-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
43 T３号線 T3-30-1-A 空気弁 単口（急速） 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
44 T３号線 T3-31-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
45 T３号線 T3-33-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 1
46 T３号線 T3-34-MA － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
47 T３号線 T3-35-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
48 T３号線 T3-36-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
49 T３号線 T3-37-A － 双口 100 県道徳山新南陽線 車道 1 0
50 T３号線 T3-38-MA 露出 双口 100 構内 0 0
51 T３号線 T3-40-A 露出 双口 100 構内 0 0
52 T３号線 T3-41-A 露出 双口 150 構内 0 0
53 T４号線 T4-1-MA 空気弁 双口 100 市道 車道 1 0
54 T４号線 T4-2-MA 空気弁 双口 100 構内 1 0
55 T４号線 T4-3-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
56 T４号線 T4-5-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0

空気弁（富田・夜市川系）



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（富田・夜市川系）

57 T４号線 T4-6-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
58 T４号線 T4-8-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
59 T４号線 T4-10-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
60 T４号線 T4-11-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 1 0
61 T４号線 T4-12-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 1 0
62 T４号線 T4-13-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 1 0
63 T４号線 T4-14-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 1 0
64 T４号線 T4-15-2-A 空気弁 単口（急速） 75 企業道 構内 1 0
65 T４号線 T4-15-3-A 空気弁 単口（急速） 75 企業道 構内 1 0
66 T４号線 T4-17-A 空気弁 双口 100 企業道 車道 1 0
67 T４号線 T4-18-MA 空気弁 双口 100 企業道 歩道 1 0
68 T４号線 T4-20-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
69 T４号線 T4-21-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
70 T４号線 T4-22-1-A 露出 双口 75 企業道 車道 1 0
71 T４号線 T4-24-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
72 T４号線 T4-26-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
73 T４号線 T4-27-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
74 T４号線 T4-28-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
75 T４号線 T4-28-1-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
76 T４号線 T4-29-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
77 T４号線 T4-30-MA 空気弁 双口 75 企業道 構内 0 0
78 T４号線 T4-32-MA 空気弁 双口 75 企業道 構内 0 0
79 T４号線 T4-33-MA 空気弁 双口 75 企業道 構内 0 0
80 T４号線 T4-34-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 0 0
81 T４号線 T4-35-A 空気弁 双口 75 企業道 歩道 1 0
82 T４号線 T4-36-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
83 T４号線 T4-37-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 0
84 T４号線 T4-38-MA 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 1
85 T４号線 T4-39-A 空気弁 双口 75 企業道 車道 1 1
86 T４号線 T4-40-A 空気弁 双口 75 企業道 構内 1 0
87 富夜ゼオン 38-A 空気弁 単口 75 　 構内 0 0
88 富夜ゼオン 39-A 空気弁 単口 75 構内 0 0
89 富夜ゼオン 42-A 空気弁 単口 75 構内 0 0

73人
8人

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 導水路 S1-4-A 空気弁 単口（急速） 100 市道　 車道 1 0
2 導水路 S1-5-A 空気弁 単口（急速） 100 県道下松鹿野線 歩道 1 0
3 導水路 S1-6-MA 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 歩道 1 0
4 導水路 S1-7-A 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 車道 1 0
5 導水路 S1-8-MA － 双口 75 県道下松鹿野線 車道 1 0
6 導水路 S1-9-A 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 車道 1 1
7 導水路 S1-10-A 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 車道 1 1
8 導水路 S1-11-MA 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 歩道 1 0
9 導水路 S1-14-MA 空気弁 双口 75 市道 歩道 1 0

10 導水路 S1-16-A 空気弁 双口 75 市道 歩道 1 1
11 導水路 S1-17-A 空気弁 双口 75 県道下松鹿野線 歩道 1 0
12 導水路 S1-18-A 空気弁 単口（急速） 100 県道下松鹿野線 歩道 1 0
13 導水路 S1-19-A 空気弁 単口（急速） 75 県道下松鹿野線 歩道 1 0
14 導水路 S1-20-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
15 導水路 S1-22-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
16 導水路 S1-23-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
17 導水路 S1-24-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
18 導水路 S1-25-MA 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
19 導水路 S1-26-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
20 導水路 S1-27-MA 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
21 導水路 S1-29-MA 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
22 導水路 S1-31-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
23 導水路 S1-32-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
24 導水路 S1-33-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 車道 1 0
25 導水路 S1-34-MA 露出 単口（急速） 75 構内 0 0
26 導水路 S1-35-A 露出 単口（急速） 75 構内 0 0
27 導水路 S1-37-A 仕切弁 単口（急速） 75 構内 0 0
28 導水路 S1-38-A － 単口（急速） 100 構内 0 0
29 送水管 S2-3-A 露出 単口（急速） 75 構内 0 0
30 送水管 S2-4-A 露出 単口（急速） 75 構内 0 0
31 送水管 S2-5-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 車道 1 0
32 送水管 S2-6-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 車道 1 0
33 送水管 S2-7-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 車道 1 0
34 送水管 S2-10-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
35 送水管 S2-12-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
36 送水管 S2-13-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 車道 1 0
37 送水管 S2-14-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
38 送水管 S2-15-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
39 送水管 S2-16-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
40 送水管 S2-17-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
41 送水管 S2-18-A 空気弁 双口 75 国道１８８号 歩道 1 0
42 送水管 S2-19-A 空気弁 単口（急速） 75 国道１８８号 歩道 1 0
43 送水管 S2-20-A 空気弁 単口（急速） 75 国道２号線 歩道 1 0
44 送水管 S2-21-A 空気弁 単口（急速） 75 国道２号線 歩道 1 0
45 送水管 S2-22-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
46 送水管 S2-23-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
47 送水管 S2-24-A － 双口 75 水管橋 0 0
48 送水管 S2-25-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
49 送水管 S2-28-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
50 送水管 S2-29-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
51 送水管 S2-30-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
52 送水管 S2-32-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
53 送水管 S2-33-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
54 送水管 S2-34-A 双口 75 水管橋 0 0
55 送水管 S2-35-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0

空気弁（末武系）



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
空気弁（末武系）

56 送水管 S2-36-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
57 送水管 S2-37-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
58 送水管 S2-38-A 空気弁 双口 75 国道２号線 車道 1 0
59 送水管 S2-39-A 空気弁 双口 75 国道２号線 歩道 1 0
60 送水管 S2-40-A 空気弁 単口（急速） 75 国道２号線 車道 1 0
61 送水管 S2-41-A 空気弁 単口（急速） 75 構内 0 0
62 送水管 S2-44-A 仕切弁 単口（急速） 75 構内 0 0
63 送水管 S2-47-A 空気弁 単口（急速） 75 　 構内 0 0
64 送水管 S2-48-A 空気弁 単口（急速） 75 市道 車道 1 0
65 送水管 S2-49-A 空気弁 単口（急速） 75 市道 車道 1 1

54人
4人

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 ルート 台帳番号 マンホール名称 型式 口径 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 島田導水管 SM-0-A － 単口（急速） 75 － 構内 0 0
2 島田導水管 SM-1-1-A SM-1-1-A 単口（急速） 75 － 構内 0 0
3 島田導水管 SM-3-A SM-3-A 単口（急速） 75 県道徳山光線 歩道 1 0

4 島田導水管 SM-6-A SM-6-A 単口（急速） 75 市道上町木ノ下線 車道 1 1

5 島田導水管 SM-7-A SM-7-A 単口（急速） 75 今桝川 河川 0 0

6 島田導水管 SM-8-A SM-8-A 単口（急速） 75 市道三井溝路線 車道 1 0

7 島田導水管 SM-11-A SM-11-A 単口（急速） 75 農道加茂線 車道 1 1
8 島田導水管 SM-14-A SM-14-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
9 島田導水管 SM-15-A SM-15-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1

10 島田導水管 SM-16-A SM-16-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
11 島田導水管 SM-19-A SM-19-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
12 島田導水管 SM-20-A SM-20-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
13 島田導水管 SM-21-A SM-21-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 0
14 島田導水管 SM-24-A SM-24-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 0
15 島田導水管 SM-25-A SM-25-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
16 島田導水管 SM-26-A SM-26-A 単口（急速） 75 市道立野浅江線 車道 1 1
17 島田導水管 SM-27-A SM-27-A 単口（急速） 75 － 構内 0 0
18 島田導水管 SM-32-A SM-32-A 単口（急速） 75 － － 0 0
20 島田導水管 SM-37-A SM-37-A 単口（急速） 75 管理道 車道 1 0
21 島田導水管 SM-41-A SM-41-A 単口（急速） 75 管理道 車道 1 0
22 島田導水管 SM-42-A SM-42-A 単口（急速） 75 管理道 車道 1 0
23 島田導水管 SM-43-A SM-43-A 単口（急速） 75 管理道 車道 1 0
24 島田導水管 SM-44-A SM-44-A 単口（急速） 75 管理道 車道 1 0
25 島田導水管 SM-45-A SM-45-A 単口（急速） 75 市道吉原１号線 車道 1 0
26 島田導水管 SM-46-A SM-46-A 単口（急速） 75 市道吉原１号線 車道 1 0
27 島田導水管 SM-50-A SM-50-A 単口（急速） 75 市道吉原１号線 車道 1 0
28 島田導水管 SM-53-A SM-53-A 単口（急速） 75 市道吉原１号線 車道 1 1
29 島田導水管 SM-56-A SM-56-A 単口（急速） 75 市道向八口１号線 車道 1 1
30 島田導水管 SM-57-A SM-57-A 単口（急速） 75 市道向八口１号線 車道 1 0
31 島田導水管 SM-61-A SM-61-A 単口（急速） 75 － 構内 0 0
32 島田導水管 SM-64-A － 単口（急速） 75 － 構内 0 0

25人
11人

対　象　箇　所　表
空気弁（島田系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 １号線 1-0-1-V 仕切弁 幹線 左 公園内 1 0
2 １号線 1-5-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
3 １号線 1-7-VA 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 1
4 ２号線 2-3-2-V 制水弁 幹線 左 市道 歩道 1 0
5 ３号線 3-1-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 1
6 ３号線 3-5-2-V － 幹線 左 県道下松新南陽線 車道 1 0
7 ３号線 3-7-1-V 仕切弁 幹線 左 県道下松新南陽線 歩道 1 0
8 ３号線 3-7-2-V 仕切弁 分岐 操作禁止 県道下松新南陽線 車道 1 0
9 ３号線 3-7-3-V － 幹線 左 県道下松新南陽線 車道 1 0

10 ３号線 3-9-2-V － 幹線 左 県道下松新南陽線 歩道 1 0
11 ３号線 3-10-1-V － 幹線 左 県道下松新南陽線 歩道 1 0
12 ３号線 3-12-V － 幹線 左 県道下松新南陽線 歩道 1 0
13 ３号線 3-13-V 仕切弁 幹線 左 櫛ヶ浜久米線 歩道 1 0
14 ３号線 3-16-V 仕切弁 幹線 左 櫛ヶ浜久米線 車道 1 0
15 ３号線 3-22-2-V 仕切弁 幹線 左 市道 歩道 1 0
16 ３号線 3-22-3-V 制水弁 幹線 左 　 歩道 1 0
17 ３号線 3-31-V 空気弁 分岐 操作禁止 市道 車道 1 1
18 ３号線 3-35-AV 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 0
19 ３号線 3-42-V － 分岐 左 構内 0 0
20 ３号線 3-50-V 制水弁 幹線 左 市道 車道横 0 0
21 ３号線 3-62-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 0
22 ３号線 3-70-V － 幹線 左 市道 車道 1 0
23 4号線 4-1-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 0
24 4号線 4-7-V 分岐 左 構内 0 0
25 4号線 4-8-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0
26 4号線 4-15-V 仕切弁 分岐 構内 0 0
27 4号線 4-16-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
28 4号線 4-18-V 排吐弁 分岐 左 構内 0 0
29 4号線 4-23-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
30 4号線 4-24-V 仕切弁 分岐 操作禁止 構内 0 0
31 4号線 4-25-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0
32 4号線 4-26-V 制水弁 分岐 左 構内 0 0
33 4号線 4-27-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0
34 4号線 4-29-V 制水弁 分岐 左 歩道 1 0
35 帝人線 帝1-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0
36 帝人線 帝4-V 分岐 左 歩道 1 0
37 ５号線 5-1-V 制水弁 幹線 左 国道２号 歩道 1 0
38 ５号線 5-3-2-V 仕切弁 分岐 左 構内 1 0
39 ５号線 5-3-3-V 仕切弁 分岐 左 構内 1 0
40 ５号線 5-3-4-V 仕切弁 分岐 左 構内 1 0
41 ５号線 5-3-5-V 仕切弁 分岐 左 構内 1 0
42 ５号線 5-3-6-V 仕切弁 幹線 左 構内 1 0
43 ６号線 6-1-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
44 ６号線 6-5-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
45 ６号線 6-7-V 制水弁 分岐 左 市道 車道 1 0
46 ６号線 6-8-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 0
47 ６号線 6-12-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
48 ６号線 6-14-V － 分岐 左 構内 0 0
49 ６号線 6-15-V 仕切弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
50 ７号線 7-2-V － 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
51 ７号線 7-12-V 制水弁 分岐 左 市道 車道 1 0
52 ７号線 7-15-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
53 ７号線 7-20-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
54 ８号線 8-2-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 0
55 ８号線 8-4-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
56 ８号線 8-9-1-V 制水弁 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 0
57 ８号線 8-13-V － 幹線 操作禁止 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
58 ８号線 8-25-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0

制水弁（菅野系）



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
制水弁（菅野系）

59 ８号線 8-19-V － 幹線 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
60 ８号線 8-26-V 分岐 左 構内 構内 0 0
61 ８号線 8-28-V 分岐 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
62 ９号線 9-4-V 人孔 幹線 左 市道 車道 1 0
63 ９号線 9-10-1-V 分岐 左 企業内道路 車道 1 0
64 ９号線 9-11-V 仕切弁 分岐 左 企業内道路 車道 1 0
65 ９号線 9-12-V 制水弁 分岐 左 企業内道路 車道 1 0
66 ９号線 9-13-V 制水弁 幹線 左 企業内道路 車道 1 0
67 ９号線 9-15-V 仕切弁 分岐 左 構内 0 0
68 ９号線 9-18-V （露出） 分岐 左 構内 0 0
69 ９号線 9-20-V 制水弁 幹線 左 企業内道路 車道 1 0
70 ９号線 9-22-V 制水弁 分岐 左 企業内道路 車道 1 0
71 ９号線 9-23-V － 分岐 左 企業内道路 構内 1 0
72 １０号線 10-3-V 制水弁 分岐 左 市道 車道 1 1
73 １０号線 10-8-V 制水弁 幹線 左 国道２号 歩道 1 0
74 １０号線 10-13-1-V 排泥弁 分岐 左 国道２号 歩道 1 0
75 １０号線 10-15-V 仕切弁 幹線 左 国道２号 歩道 1 0
76 １０号線 10-23-V 制水弁 幹線 左 構内 0 0
77 １０号線 10-25-V 制水弁 分岐 左 国道２号 車道 1 1
78 １１号線 11-0-V 幹線 左 構内 0 0
79 １１号線 11-10-V 幹線 左 構内 0 0
80 １１号線 11-16-V 幹線 左 校内 1 0
81 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-1-V 仕切弁 幹線 左 駐車場 公園　 1 0
82 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-4-V 制水弁 幹線 左 駐車場 公園 1 0

83 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-10-V
徳B-1-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 1

84 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-12-V
徳B-3-1-V 制水弁 市道 車道 1 1

85 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-14-V
徳B-3-3-V 制水弁 市道 車道 1 1

86 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-16-V
徳B-5-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 1

87 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
1B-17-V
徳B-6-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 1

88 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-2-V ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 幹線 左 公園内道路 車道 1 1
89 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-8-V 制水弁 分岐 左 公園立木内 公園 1 0
90 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-9-V 制水弁 幹線 左 公園立木内 公園 1 0
91 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-0-1-V 分岐 県道下松鹿野線 歩道 1 1
92 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-0-4-V 分岐 国道２号 植樹帯 1 1
93 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-1-V 制水弁 幹線 左 国道188号 歩道 1 0
94 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-2-V 制水弁 幹線 左 国道188号 歩道 1 0
95 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-9-V 制水弁 幹線 左 県道 車道 1 1
96 3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-23-V 制水弁 幹線 左 － 構内 0 0
97 4号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 4B-5-V － 分岐 左 構内 0 0
98 5号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-1-V 制水弁 幹線 左 － 構内 0 0
99 5号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-3-V 制水弁 幹線 左 － 構内 0 0

100 5号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-9-V 制水弁 幹線 左 県道 車道 1 1
101 5号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-14-V 制水弁 幹線 左 県道 車道 1 0
102 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-1-V 分岐 左 市道 車道 1 1
103 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-2-V 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
104 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-6-V 分岐 左 市道 車道 1 1
105 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-9-V 幹線 左 県道 車道 1 1
106 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-11-V 幹線 左 市道 車道 1 1
107 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-11-2-V 幹線 左 市道 車道 1 1
108 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-13-V 幹線 左 市道 車道 1 1
109 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-16-V 分岐 左 構内 構内 1 0
110 6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 6B-17-V 幹線 操作禁止 港湾道 歩道 1 0
111 8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-1-V － 幹線 左 市道 車道 1 1



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
制水弁（菅野系）

112 8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-5-V － 幹線 左 市道 車道 1 0
113 8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 8B-6-V 制水弁 分岐 左 市道 車道 1 1
114 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-0-V 幹線 左 市道 車道 1 1
115 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-1-V － 幹線 左 市道 車道 1 1
116 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-4-V － 分岐 左 企業内道路 車道 1 1
117 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-5-V － 幹線 左 企業内道路 車道 1 1
118 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-8-V － 分岐 左 企業内道路 構内 0 0
119 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-10-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
120 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-10-2-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
121 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-11-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
122 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-18-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
123 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-19-V － 幹線 左 企業内道路 側道 1 0
124 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-20-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
125 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-20-2-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
126 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-25-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
127 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-26-V － 分岐 左 企業内道路 側道 1 0
128 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-27-V － 幹線 左 企業内道路 側道 1 0

103人
31人

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
3-V  仕切弁  分岐  右  市道  歩道
5-V  空気弁  分岐  左  市道  歩道
16-V  幹線  右  市道　  車道
17-V  分岐  不明  市道　  車道
21-V  制水弁  幹線  右  市道　  車道
21-1-V  幹線  市道  車道
26-V  制水弁  幹線  右  県道下松新南陽線  歩道
28-V  －  幹線  左  県道下松新南陽線  車道
34-V  幹線  不明  車道
35-V  幹線  不明  構内
36-V  幹線  不明  車道

1 36-1-V － 幹線 操作禁止 構内 0 0
36-2-V  －  幹線  左  構内 0 0
40-V  制水弁  分岐  左  構内 0 0

0人
0人

制水弁（向道出光系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 T1号線 T1-1-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
2 T1号線 T1-3-1-V 幹線 左 構内 0 0
3 T1号線 T1-4-2-V 幹線 左 構内 0 0
4 T1号線 T1-8-V 仕切弁 幹線 左 上村管理道 構内 0 0
5 T1号線 T1-8-1-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
6 T1B号線 T1B-3-V 幹線 左 構内 0 0
7 T1B号線 T1B-8-V 幹線 左 構内 0 0
8 T1B号線 T1B-10-V 幹線 左 上村管理道 構内 0 0

0人
0人

制水弁（川上系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 T2号線 T2-3-V 仕切弁 幹線 左 市道　 車道 1 0
2 T2号線 T2-7-V － 幹線 操作禁止 市道 車道 1 1
3 T2号線 T3-9-V 排泥弁 幹線 左 市道 歩道 1 0
4 T3号線 T3-11-V － 幹線 左 市道 車道 1 0
5 T3号線 T3-19-V － 幹線 左 県道徳山新南陽線 車道 1 0
6 T4号線 T4-0-1-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
7 T4号線 T4-0-2-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
8 T4号線 T4-4-V 仕切弁 幹線 左 市道 車道 1 0
9 T4号線 T4-7-V 仕切弁 幹線 左 市道 車道 1 0

10 T4号線 T4-8-1-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
11 T4号線 T4-9-V 仕切弁 幹線 左 市道 車道 1 0
12 T4号線 T4-15-V 仕切弁 幹線 左 市道 車道 1 0
13 T4号線 T4-15-1-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
14 T4号線 T4-15-4-V 空気弁 幹線 左 構内 0 0
15 T4号線 T4-16-V 仕切弁 幹線 左 市道 車道 1 1
16 T4号線 T4-19-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 1
17 T4号線 T4-22-V 仕切弁 分岐 左 市道 車道 1 0
18 T4号線 T4-23-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 0
19 T4号線 T4-25-V 制水弁 幹線 左 市道 車道 1 0
20 T4号線 T4-30-1-V 仕切弁 分岐 左 構内 0 0
21 T4号線 T4-31-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
22 T4号線 T4-41-V 制水弁 幹線 左 構内 1 0
23 富夜ゼオン 36-2-V － 幹線 左 構内 0 0
24 富夜ゼオン 40-V 制水弁 分岐 左 構内 0 0

19人
3人

制水弁（富田・夜市川系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 導水管 S1-3-V 仕切弁 幹線 左 市道　 車道 1 0
2 導水管 S1-13-V 制水弁 幹線 左 市道　 構内 0 0
3 導水管 S1-15-V 制水弁 幹線 左 市道　 車道 1 0
4 導水管 S1-21-V 制水弁 幹線 左 国道１８８号 歩道 1 0
5 導水管 S1-30-V 制水弁 幹線 左 国道１８８号 歩道 1 0
6 送水管 S2-2-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
7 送水管 S2-11-V 制水弁 幹線 左 国道１８８号 車道 1 0
8 送水管 S2-27-V 仕切弁 幹線 左 国道２号線 歩道 1 0
9 送水管 S2-42-V 仕切弁 分岐 左 構内 0 0

10 送水管 S2-43-V 仕切弁 幹線 左 構内 0 0
11 送水管 S2-50-V 排泥弁 幹線 左 市道　 車道 1 1

7人
1人

制水弁（末武系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 バルブ位置 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 島田導水管 SM-2-V SM-2-V 幹線 左 県道徳山光線 歩道 1 0
2 島田導水管 SM-4-V SM-4-V 幹線 左 県道徳山光線 歩道 1 0
3 島田導水管 SM-9-V SM-9-V 幹線 左 農道加茂線 車道 1 0
4 島田導水管 SM-12-V SM-12-V 幹線 左 農道加茂線 車道 1 1
5 島田導水管 SM-17-V SM-17-V 幹線 左 市道立野浅江線 車道 1 1
6 島田導水管 SM-22-V SM-22-V 幹線 左 市道立野浅江線 車道 1 0
7 島田導水管 SM-28-V SM-28-V 幹線 左 － 構内 0 0
8 島田導水管 SM-31-V SM-31-V 幹線 左 管理道 車道 1 0
9 島田導水管 SM-33-V SM-33-V 幹線 左 管理道 車道 1 0

10 島田導水管 SM-36-V SM-36-V 幹線 左 管理道 車道 1 0
11 島田導水管 SM-38-V SM-38-V 幹線 左 管理道 車道 1 0
12 島田導水管 SM-40-V SM-40-V 幹線 左 － － 0 0
13 島田導水管 SM-47-V SM-47-V 幹線 左 市道吉原１号線 車道 1 1
14 島田導水管 SM-49-V SM-49-V 幹線 左 市道吉原１号線 車道 1 0
15 島田導水管 SM-52-V SM-52-V 幹線 左 市道吉原１号線 車道 1 0
16 島田導水管 SM-54-V SM-54-V 幹線 左 市道吉原１号線 車道 1 1
17 島田導水管 SM-55-V SM-55-V 幹線 左 市道向八口１号線 車道 1 1
18 島田導水管 SM-58-V SM-58-V 幹線 左 市道向八口１号線 車道 1 1
19 島田導水管 SM-60-V SM-60-V 幹線 左 市道向八口１号線 車道 1 1
20 島田導水管 SM-62-V － 幹線 左 － 構内 0 0
21 島田導水管 SM-63-V － 幹線 左 － 構内 0 0

17人
7人

制水弁（島田系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 １号線 1-2-D 制水弁 右 市道 歩道 1 0
2 ２号線 2-3-1-MD － 左 市道 車道 1 0
3 ３号線 3-22-1-D 仕切弁 左 市道 歩道 1 0
4 ３号線 3-26-D 仕切弁 左 歩道 1 0
5 ３号線 3-30-D 空気弁 左 市道 車道 1 1
6 ３号線 3-40-D 右 市道 車道 1 1
7 ３号線 3-48-D 右 市道 歩道 1 0
8 ３号線 3-55-D － 構内 0 0
9 ３号線 3-60-D 制水弁 左 市道 歩道 1 0
10 ３号線 3-65-D 制水弁 左 市道 車道 1 0
11 ３号線 3-69-D 左 市道 車道 1 0
12 ４号線 4-3-D 制水弁 左 市道 歩道 1 0
13 ４号線 4-11-D 左 構内 0 0
14 ４号線 4-20-D 右 構内 0 0
15 帝人線 帝-3-D 制水弁 左 1 0
16 ５号線 5-4-D 制水弁 左 構内 1 0
17 ６号線 6-11-D 排泥弁 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
18 ７号線 7-3-D 左 市道 車道 1 0
19 ７号線 7-9-D 制水弁 左 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
20 ７号線 7-10-DR － 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
21 ８号線 8-17-D 操作禁止 1 0
22 ８号線 8-23-D 操作禁止 県道徳山新南陽線 歩道 1 0
23 ９号線 9-6-D 制水弁 左 市道 車道 1 0
24 ９号線 9-7-DR － 市道 車道 1 0
25 ９号線 9-19-D 制水弁 左 市道 車道 1 0
26 １０号線 10-11-D － 左 国道２号 歩道 1 0
27 １０号線 10-13-D － 左 国道２号 歩道 1 0
28 １０号線 10-20-D － 左 市道 歩道 1 0
29 １０号線 10-22-1-D 右 構内 0 0
30 １１号線 11-4-MD 左 構内 0 0
31 １１号線 11-13-MD 左 市道 歩道 1 0
32 １１号線 11-18-MD 左 市道 車道 1 0
33 １号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1B-7-D 仕切弁 左 市道 車道 1 1
34 ２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 2B-6-D 仕切弁 左 公園立木内 公園 1 0
35 ３号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 3B-7-D 排泥弁 左 県道 車道 1 1
36 ５号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5B-8-D 左 県道 車道 1 1
37 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-13-D 9B-13-V 左 企業道 車道 1 0
38 ９号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 9B-23-D － 左 企業道 車道 1 0

34人
7人

排泥弁（菅野系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 1-D 仕切弁 右 構内 0 0
2 4-D 仕切弁 左 構内 1 0
3 9-D － 右 構内 0 0
4 10-D 右 構内 0 0
5 11-D 仕切弁 左 構内 0 0
6 11-DR － 構内 0 0
7 15-D 排泥弁 左 構内 0 0

1人
0人

排泥弁（向道系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 T1号線 T1-4-1-D 左 川上管理道 構内 0 0
2 T1号線 T1-10-D 計装用 左 市道　 車道 1 1
3 T1号線 T1-14-D － 左 市道　 車道 1 1
4 T1B号線 T1-B7-D － 左 市道　 車道 1 1
5 T1B号線 T1-B21-D 左 市道 車道 1 1
6 T1B号線 T1-B29-D 左 上村管理道 車道 1 1

5人
5人

排泥弁（川上系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 T2号線 T2-6-1-D － 右 市道　 車道 1 2
2 T3号線 T3-8-D 排泥弁 左 市道 歩道 1 0
3 T3号線 T3-25-D 排泥弁 左 県道徳山新南陽線 車道 1 1
4 T4号線 T4-24-1-D 仕切弁 左 車道 1 0
5 富夜ゼオン 37-D 排泥弁 左 構内 0 0
6 富夜ゼオン 37-DR － 構内 0 0
7 富夜ゼオン 41-D 排泥弁 左 構内 0 0
8 富夜ゼオン 41-DR － 構内 0 0

4人
1人

排泥弁（富田・夜市川系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計



連番 工区 台帳番号 マンホール名称 開方向 道路 条件 誘導員A 誘導員B
1 導水管 S1-1-D 仕切弁 左 市道　 車道 1 0
2 導水管 S1-12-1-D 仕切弁 左 ＪＲ管理地 1 0
3 導水管 S1-12-2-DR - ＪＲ管理地 1 0
4 導水管 S1-28-D 仕切弁 左 国道１８８号 歩道 1 0
5 送水管 S2-9-D 仕切弁 左 国道１８８号 歩道 1 0
6 送水管 S2-26-D 排泥弁 左 市道 車道 1 0
7 送水管 S2-31-D 仕切弁 右 国道２号線 歩道 1 0

7人
0人

排泥弁（末武系）

誘導員Ａ
誘導員Ｂ

交通誘導員小計














